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 連携会員が任期の途中において死亡、辞職、免職又は会員就任により退任する場合、そ

の後任者となる者（以下「補欠の連携会員」という。）の選考手続については、以下に定め

る要領に従って行うものとする。 
 
１ 退任する連携会員の専門分野に関係する部は、幹事会に対して補欠の連携会員の選任

を別紙様式１により要望することができる。 
 
２ 幹事会は、前項の要望について審議し、必要があると認めるときは、補欠の連携会員

の候補者（以下「候補者」という。）の推薦を依頼する部を決定する。 
 
３ 会長は、幹事会の決定を受けて当該部に対し、候補者の推薦を依頼する。 
 
４ 依頼を受けた部は、５人以内の複数の候補者を選定し、別紙様式２及び３により選考

委員会に推薦する。 
 
５ 選考委員会は、前項の推薦に基づいて、順位を付して候補者の名簿を作成し、幹事会

に提出する。 
 
６ 幹事会は、前項の名簿に基づいて１人の候補者を選定し、任命することを会長に求め

る。 
 
 
   附 則 

この決定は、決定の日から施行する。 
 
   附 則（平成２２年１０月２１日日本学術会議第１０９回幹事会決定） 
この決定は、決定の日から施行する。 

 
   附 則（平成３１年４月２４日日本学術会議第２７７回幹事会決定） 
この決定は、元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行の日から施行する。 

 
   附 則（令和３年２月２５日日本学術会議第３０８回幹事会決定） 
この決定は、決定の日から施行する。 


